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おかやま建設企業ライブを開催しました

　県内の県立高校の土木・建築系学科で学んでいる高校２年生約270名を対象とした岡山県と（一社）

岡山県建設業協会等の主催による建設企業の説明会が１月28日（火）に岡山市のジップアリーナ岡

山で開催されました。

　本協会会員企業44社ほかの参加のもと、各企業の紹介や意見交換を通じて建設産業の魅力・やり

がい等について理解を深めてもらい、建設企業への就職が、将来の職業を考える際の選択肢となる

よう動機付けを図ることができました。

（参加校）

岡山工業高校（土木科・建築科）、東岡山工業高校（設備システム科）、水島工業高校（建築科）、津

山工業高校（土木科）、笠岡工業高校（環境土木科）、新見高校（工業技術科）、高松農業高校（農業

土木科）
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現場見学会を実施しました

　建設業の現場等を実際に見学することで、建設業の魅力を感じてもらい、建設業への入職を促進
するため、県内の県立高校で土木系・建築系学科（６校５学科）の生徒等約480名を対象に、県土
木部及び教育庁と共催により現場見学会を実施しました。
　そのうち、東岡山工業高校１年生の40名は、10月29日にさんもく工業㈱工場他を、また、同校
２年生の39名は同日、㈱中電工岡山統括支社他を見学しました。
　さらに、高松農業高校２年生の35名は11月１日に三室川ダム他を、また、同校の別の２年生35
名は11月20日に東六間川排水路工事現場他を見学しました。
　これらの見学を通じて、東岡山工業高校では、プレカットの木材加工の工程やＺＥＢや蓄電池の
仕組みなど、高松農業高校では、治水事業におけるダムの重要性、排水路工事での厳しい施工条件
などについて理解を深め、授業では得ることができない経験を積むことができました。

東岡山工業高校

高松農業高校

設備システム科

農業土木科

令和６年10月29日

令和６年10月29日

令和６年11月１日

令和６年11月20日

さんもく工業㈱工場見学他

㈱中電工岡山統括支社見学他

三室川ダム見学他

東六間川排水路工事現場見学他

見学場所高校名 学科 実施年月日

【現場見学会実施状況（協会関係分）】
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　令和７年度の大学、短期大学及び高等専門学校の卒業・修了予定者の就職・採用活動について

は、令和５年12月８日の就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡協議会において、令和６年度

と同様の日程（広報活動は卒業・修了年度の直前の３月１日以降に、採用選考活動は卒業・修了年

度の６月１日以降に、正式内定は卒業・修了年度の10月１日以降に開始）を原則としつつ、一定

の要件を満たす人材については新しい採用日程を設けること等としています。

　これを受け、厚生労働省職業安定局長、雇用環境・均等局長及び人材開発統括官から、全建を通

じて、令和７年度の大学等卒業予定者等の適正な就職・採用活動が行われるよう別添のとおり周知

依頼がありましたので、お知らせいたします。

令和７年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・
修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所
における取扱い等について
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職 発 0117 第 3 号 
雇均発 0117 第 4 号 
開 発 0117 第 4 号 
令和 7 年 1 月 17 日 

 
（⼀社）全国建設業協会会⻑ 殿 

 

厚 ⽣ 労 働 省 職 業 安 定 局 ⻑ 
   厚⽣労働省雇⽤環境・均等局⻑ 

厚 ⽣ 労 働 省 ⼈ 材 開 発 統 括 官 
 

 

 

令和 7 年度の⼤学、短期⼤学及び⾼等専門学校卒業・修了予定者等 
の就職・採⽤活動に係る公共職業安定所における取扱い等について 

 

⼤学、短期⼤学及び⾼等専門学校（以下「⼤学等」という。）卒業・修了予定者（以下「⼤学等卒業
予定者」という。）の求⼈・求職の秩序の維持については、種々御協⼒をいただき、厚く御礼申し上げ
ます。 

さて、令和 7 年度の⼤学、短期⼤学及び⾼等専門学校（以下「⼤学等」という。）卒業・修了予定者
（以下「⼤学等卒業予定者」という。）の就職・採⽤活動については、令和５年 12 月８日の就職・採⽤
活動日程に関する関係省庁連絡会議において、令和 6 年度と同様の日程（広報活動は卒業・修了年度の
直前の年度の３月１日以降に、採⽤選考活動は卒業・修了年度の６月１日以降に、正式内定は卒業・修
了年度の 10 月１日以降に開始）を原則としつつ、⼀定の要件を満たす⼈材について新しい採⽤日程を
設けること等としています。 

上記日程の遵守等については、内閣官房、⽂部科学省、厚⽣労働省及び経済産業省からは令和６年 4 
月 16 日付け「2025 (令和７)年度卒業・修了予定者等の就職・採⽤活動に関する要請等について」（別
添 1) 、⼤学等（⼤学等関係団体で構成される就職問題懇談会）からは同日付け「「令和７年度⼤学、短
期⼤学及び⾼等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（企業等への要請）」について」（別添２。
以下別添 1 と併せて「遵守要請」という。）により、経済団体等に対して要請しているところです。 

これを踏まえ、厚⽣労働省としては、令和７年度の⼤学等卒業予定者等の適正な就職・採⽤活動が⾏
われるよう、求⼈・求職の秩序の維持、公平・公正で透明な採⽤の確保及び採⽤内定取消しの防止等に
努めるとともに、都道府県労働局（以下「労働局」という。）及び公共職業安定所（以下「安定所」と
いう。）において、下記のとおり取り扱うことといたしました。 
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ついては、貴団体におかれても、この趣旨について御理解の上、⼤学等卒業予定者等の就職・採⽤
活動が円滑に⾏われるよう、格段の御協⼒をお願いいたします。 

また、貴団体傘下の会員企業等に対しましても、この内容について御周知いただきますよう併せて 
お願いいたします。 
 

記 
 
1  求⼈票の展示・公開時期等 

令和７年度の安定所における取扱いは次のとおりとする。 
 
( 1 ) 求⼈票等の展示・公開等の取扱いについて 

令和７年度の⼤学等卒業予定者に係る求⼈票、求⼈要項等は、令和７年４月１日以降に展示・ 
   公開する。 

また、当該求⼈申込みの受理開始は令和７年２月１日以降とする。 
安定所において求⼈申込みを受理する際には、当該求⼈者に求⼈票の展示・公開日等について 

説明をするとともに、安定所では、令和 7 年度の⼤学等卒業予定者に対し同年５月 31 日以前に
は職業紹介を⾏わないことから、事業主等も当該求⼈票による採⽤選考活動を⾏わないよう、安
定所から事業主等に了解を得るものとする。 

なお、令和７年度の⼤学等卒業予定者が同年５月 31 日以前に安定所の職業紹介を経ずにハロ 
ーワークインターネットサービス経由で応募（オンライン自主応募）をした場合についても、当
該求⼈票による採⽤選考を⾏わないよう、説明すること。 

 
( 2 ) ⼀定の要件を満たす⼈材に係る新しい採⽤日程の取扱いについて 

⼀般社団法⼈日本経済団体連合会と⼤学関係団体等の代表者により構成される「採⽤と⼤学教 
   育の未来に関する産学協議会」が令和４年４月にまとめたタイプ３のインターンシップのうち専 

門活⽤型(２週間以上）かつ卒業・修了年度に⼊る直前の春休み以降に実施されるインターンシ 
ップを通じて⾼い専門的知識や能⼒を有すると判断された学⽣（以下「対象学⽣」という。）に
ついては、そのことに着目し、３月から⾏われる広報活動の周知期間を短縮して、６月より以前
のタイミングから採⽤選考プロセスに移⾏できる取扱いが、令和７年度の⼤学等卒業予定者から
開始される。 

これに伴い、対象学⽣を採⽤選考する事業主が、５月 31 日以前に、雇⽤関係助成⾦の⽀給要 
   件を満たすためなどの理由で安定所による職業紹介を希望する場合も想定される。この場合は、 

上記(１) によらず、令和７年３月１日から同年５月 31 日までの間に職業紹介を⾏っても差し⽀ 
えない。なお、対象学⽣であることの確認は、事業主に対して電話等により⾏うこと。 
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( 3 ) 求⼈情報、ガイドブック等の発⾏について 

令和７年度の⼤学等卒業予定者を対象とした求⼈要項の記載のある求⼈情報、ガイドブック等 

   の発⾏は、令和７年４月１日以降に⾏うこととする。 

 

( 4 ) ⼤学等卒業予定者を対象とした就職面接会について 

労働局及び安定所が主催する⼤学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小企業等 

   と学⽣等とのマッチングに⼤きな効果が期待されることから、採⽤選考活動開始以降、⼤学等の

学事日程等に最⼤限配慮しつつ、幅広い地域からの学⽣等の参加を促す観点からオンラインも活

⽤しながら、積極的に開催するものとする。 

 

( 5 ) 専修学校卒業予定者等の取扱いについて 

遵守要請は、令和７年度の専修学校卒業予定者及び公共職業能⼒開発施設等⻑期間の訓練課程

修了予定者を対象とするものではないが、安定所においては、これらの者も令和7年度の⼤学等

卒業予定者と同様の取扱いとする。 

 

2   公平・公正で透明な採⽤の確保等 

労働局及び安定所としては、事業主等に対し、学⽣が安心して就職活動に取り組めるよう、次 

の点について理解の促進を図るものとする。 

①応募者に広く門⼾を開き、応募者の適性・能⼒に基づいた公正な採⽤選考を⾏うこと。 

②男⼥雇⽤機会均等法（雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和47年法律第113号））の趣旨に沿った採⽤活動を⾏うこと。 

③セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを⾏わないとともに、学⽣等の意思に反し

て就職活動の終了を強要するような⾏為（いわゆるオワハラ）等により、学⽣等の自由な就

職活動を妨げないようにすること。 

④募集の中止、募集⼈員の削減、採⽤内定取消し及び⼊職時期繰下げが⽣じないよう、適切な

採⽤計画に基づいて採⽤内定を⾏うこと。 

⑤卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒者の応募機会の確保に加えて、通年採⽤・秋期採⽤

や応募時の居住地に関係ない「地域限定正社員」制度の積極的な導⼊等、多様な選考·採⽤

機会の拡⼤に努めること。 

⑥⼤学等卒業予定者とともに、⾼校卒業予定者等についても安定的な採⽤の確保を図ること。 

 

別添１、別添２については、当会ホームページの１月３０日付お知らせに掲載しておりますので、 

ご覧ください。 
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建設業景況調査とは
・「建設業の景況調査」は、建設業の景気の現況と先行きを総合的に迅速かつ的確に把握することを

目的としています。
・「建設業景況調査結果」は、建設企業に対して実施した景気等に関する意識調査の結果を集計した

ものです。
・調査時期は、毎年３、６、９、12月です。
　　例：６月調査の場合、今期実績は４～６月、来期見通しは７～９月分です。
・データは「全国版」と「西日本各ブロック版（近畿・中国・四国・九州）があります。
・全国版は、北海道建設業信用保証㈱、東日本建設業保証㈱と西日本建設業保証㈱３社による合同

調査です。
B.S.I.について
　＜B.S.I.とは＞
　　　景気の先行きをみる上で、企業経営者の意識調査を行うことがあります。この建設業景況調

査は、景気等に関して個々の建設企業の意識調査を行ったものです。そして、この意識調査の
結果を数値化して表したものが、B.S.I.（ビジネス・サーベイ・インデックス＝景況判断指数）です。

　＜B.S.I.の求め方＞
　　　集計結果から、以下の方法によりB.S.I.が求められます。
        【回答企業構成比】
　　　（景況調査集計）（B.S.I.集計）

　＜B.S.I.の見方＞
　　　B.S.I.は「良い」「悪い」などの変更方向別回答数の構成比から全体趨勢を判断するものです。

すべての企業が「良い」と見ている場合、B.S.I.は50、逆は△50、すべてが「変わらず」の場
合は０となります。

　＜季節調整済のB.S.I.について＞
　　　「季節調整済み」とは、季節調整法により、毎年繰り返される季節的な変動を取り除いている

ことを示します。例えば、百貨店の売上げは、社会的慣習である中元や歳暮のシーズンには前
期比で大幅に伸びますが、この伸びは景気回復によるものなのか、あるいは単に中元・歳暮と
いう季節的な変動によるものなのか、よくわかりません。そこで、景気動向の趨勢を見るため
には、この季節的変動を取り除く必要があります。このため、本調査では、このような季節的
な変動をもった調査項目は、季節調整を行って表示しています。

良　　 い
やや良い
変わらず
やや悪い
悪　　 い

合　　 計

良　　 い

変わらず

悪　　 い

合　　 計

10％
15％
45％
20％
10％

100％

25％

45％

30％

100％

B.S.I.
＝（「良い」と回答した企業割合－「悪い」と回答した
     企業割合）× 1/2
＝（25 － 30）× 1 ／ 2
＝△ 2.5
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　１.  概　　観

　２.  地元建設業界の景気

Ⅰ. 岡山県の状況
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　２.  地元建設業界の景気

　１.  概　　観

中国地区の状況

地元建設業界の景気等詳細につきましては、こちらからご覧ください。
https：//www.wjcs.net/keikyo/

前期 今期 来期

項                  目 B.S.I.値 推移方向 B.S.I.値 推移方向 B.S.I.値
(前期比) (今期比)

(1) 業 況 等 ※ △  7.5 △ 10.0 △ 11.0 

※ △  9.5 △ 10.0 △ 13.0 

(2) 受 注 官 公 庁 工 事 ※ △ 13.0 △ 10.5 △ 12.0 

民 間 工 事 ※ △  4.0 △  9.5 △  8.5 

(3) 資金繰り ※   0.0   1.0 △  2.0 

  5.5   5.5   4.0 

(4) 金 融 ※ △  0.5 △  1.5   0.0 

 13.5  16.0  14.0 

(5) 資 材 ※ △  6.5 △  2.5 △  3.0 

 24.5  23.5  25.0 

(6) 労 務 ※ △ 22.0 △ 23.5 △ 25.0 

 24.0  22.0  22.0 

(7) 収 益 ※ △  9.0 △  8.5 △ 14.0 
       (注) ・B.S.I.値のプラスは、良い、増加、容易、上昇の傾向を示す。
            ・B.S.I.値のマイナスは、悪い、減少、困難、下降の傾向を示す。
            ・表中の※印は、季節調整項目を示す。

地元建設業界の景気

受 注 総 額

資 金 繰 り

銀 行 等 貸 出 傾 向

短 期 借 入 金

短 期 借 入 金 利

資 材 の 調 達

資 材 の 価 格

建設労働者の確保

建設労働者の賃金

地元建設業界の景気

受 注 総 額

資 金 繰 り

銀 行 等 貸 出 傾 向

短 期 借 入 金

短 期 借 入 金 利

資 材 の 調 達

資 材 の 価 格

建設労働者の確保

建設労働者の賃金

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
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岡山県下公共工事の動向〈１月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建退共だより）

建退共のYouTubeチャンネルで、
簡単！動画解説

実は、建退共公式のYouTube チャンネルがあります。
（※意外と認知されていないと感じましたので、この機会に知っていただきたいです。）

（2025年１月28日時点の画像です↑）
https://www.youtube.com/@taisyokukinch/videos
上記URLから、chapter０～11まで、計12本のタイトル動画があります。
再生時間もほぼ５分以内となっておりますので、お気軽に視聴いただき、建退共制度の概要を知ることができ
ます。

※動画内容例）建退共の加入方法、退職金請求、電子申請方式の申請方法、
　　　　　　　加入履行証明書の申請方法…等

是非、ご活用ください！！
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（法律相談コーナー）

第176回　フジテレビから学ぶコンプライアンスの重要性
●相談内容●
　　

不祥事のまとめ
　今回の不祥事については中居正広氏の性加害の問題が表沙汰になったことか
ら始まり、最初は示談金の金額の多さに目を引かれた人も多かったでしょう。
もちろん、中居氏の行為について問題があることは間違いありませんが、会社
として学ぶべきなのは会社であるフジテレビの対応です。
　フジテレビから大量のスポンサー撤退が起こったり、記者会見の内容につい
て批判の声が上がったりしています。このようなことになってしまった大きな
問題の要因についてお伝えするとともに、他の会社でも参考にすべき事項をお
伝えいたします。
問題点１：事実の隠蔽
　フジテレビは、中居氏の問題について令和５年６月の段階で把握していたも
のの、その後被害者の体調面等を考慮して問題として取り上げず、また、中居
氏の出演する番組の放映の継続をしました。つまり、外部の役員会やコンプラ
室に情報提供をすることなく、社内の中枢部だけで処理してしまったことが大
きな問題です。
　本来ならば、フジテレビは事実関係の調査をすることは当然のこと、被害者
の意向も踏まえたうえで、中居氏の出演番組に関して放送内容を見直し、中居
氏の降板にまで踏み切るべきでした。
　被害者とされる人はＰＴＳＤで退職するに至っており、被害者の人権を守る
ことも十分にできていません。
　このような対応になってしまったのはそもそも中居氏の問題を重大な問題と
してとらえていなかったことやステークホルダーの認識を十分理解できていな
かったことが要因といえるでしょう。
問題点２：発覚後の対応の失敗
　また、事実が明るみになった後の対応についても様々な問題があります。
　記者会見について、一部のメディアのみ参加を認めた対応は、説明責任を果た
さず、逃げようとしていていた対応とみられるため、判断としては論外です。
　このような対応を取っていたことで、結局は記者会見を再度開くこととな
り、長時間、かなり厳しい質問攻めをされることとなりました。起こった出来
事が重大であることを踏まえても、当初からきちんとした対応をしていれば、
ここまで会見が紛糾することはなかったのではないかと考えられます。
これらのことから学ぶこと
　中小企業ではフジテレビのような社外取締役含む役員会やコンプラ室を設置
していないことが一般的であるため、是非外部の専門家として弁護士にご相談
ください。そして、会社と弁護士とが協力して今回のフジテレビのような困難
かつ重大な問題について適切な会社の方針を定めることが有益です。
　また、フジテレビが今回の問題を大きな問題としてとらえていなかったの
は、人々の考え方が時代によって変化するにもかかわらず、古い考えにとらわ
れてしまっていたことに原因があると思います。日々、社会情勢や新しい情報
に触れて、進化していくことはもちろんのこと、小さな問題でも外部の専門家
に相談をするように心がけておくことが必要です。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。

　今年に入ってから、フジテレビの問題が大体的に取り上げられていますが、詳細について教えて
ください。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

URL:https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）
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近年、大型台風や集中豪雨などによる大きな被害が、各地で多発しており、
企業における水災への備えの必要性が、一層高まっています。

建設業総合補償制度

台風・集中豪雨への
備えは十分ですか？

（注）出典：気象庁ＨＰ  全国（アメダス）の
1時間降水量50mm以上の年間
発生回数（2023.11 現在）

2013～2022年
平均 約328回 時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数は約 倍に（注）

時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数は約 倍に（注）

約 倍約 倍

1.5

1.5

1976～1985年
平均 約226回
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（岡山県からのお知らせ）

ストップ飲酒運転県民運動ストップ飲酒運転県民運動

令和６年４月１日～令和７年３月 31日

◇スローガン◇

　         　   許さない！見逃さない！飲酒運転
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7. 1.10

7. 1.15

7. 1.15

7. 1.21

7. 1.28

令和７年　新年互礼会

表彰審査委員会

正副会長会

岡山県地震対応訓練

おかやま建設企業ライブ

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号

　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp
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